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参考資料 

１．半田市環境保全条例 

平成十九年三月三十日 
条例第五号 

半田市公害防止条例（昭和四十九年半田市条例第六十一号）の全部を改正する。 
 

目 次                                                           
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第二章 生活環境の保全等の措置 
第一節 基本的な措置（第七条―第十七条） 
第二節 工場等に関する規制（第十八条―第二十九条） 
第三節 地下水の採取に関する届出（第三十条―第三十二条） 
第四節 制限等（第三十三条―第四十一条） 

第三章 雑則（第四十二条―第四十四条） 
第四章 罰則（第四十五条―第五十三条） 
附則 
 

私たちのまち半田は、南吉童話にも描かれた美しい里山や海、川に代表される豊かな自然を背景に固有の文化と歴史を育んできた。 
しかしながら、私たちの暮らしが豊かになった反面、私たちは限りある資源を大量に消費し、大量の廃棄物を排出することとなった。そ

の結果、豊かであつた身近な自然は失われつつあり、地球規模での環境への影響が危惧されている。 
私たちは、先人が守り育ててきた豊かな自然と文化を生かしつつ、思いやりをもつて、安全で美しく快適なまちに育て、次の世代に引き

継ぐためこの条例を制定する。 
 

第一章 総則                                                          
第一節 目的、基本理念等 

（目的） 
第一条 この条例は、生活環境及び地球環境の保全並びに循環型社会の形成（以下「生活環境の保全等」という。）についての基本理念と

市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、生活環境の保全等に関し必要な事項を定め、これに関する施策を総合的かつ計画的

に推進し、本市における現在及び将来の市民の健康で文化的な生活を確保することを目的とする。 
（定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
一 生活環境の保全 大気、水、地質等を良好な状態に保持することにより、生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生

活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。）が維持・形成されることをいう。 
二 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。 
三 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体

又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活

の確保に寄与するものをいう。 
四 循環型社会 製品等が廃棄物となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な

利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分が確保され、もつて天然資源の消費を

抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。 
五 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水

底の底質が悪化することを含む。）、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。）及

び悪臭によって人の健康又は生活環境が阻害されることをいう。 
六 ばい煙 

ア 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物 
イ 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん 
ウ 物の燃焼、合成分解その他の処理（機械的処理を除く。）に伴い発生する物質で人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれ

がある物質（アに掲げる物質を除く。）で規則で定めるものをいう。 
七 ばい煙発生施設 工場又は事業場（以下「工場等」という。）に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その

施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。 
八 汚水排出施設 汚水又は廃液を排出する施設で規則で定めるものをいう。 
九 排出水 汚水排出施設又は水質届出施設を設置する工場等から河川、港湾、池沼その他公共の用に供される水域及びこれに接続する

溝渠、かんがい用水路その他公共用に供される水路に排出される水をいう。 
十 騒音発生施設 工場等に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって規則で定めるものをいう。 
十一 振動発生施設 工場等に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であって規則で定めるものをいう。 
十二 揚水設備 動力を用いて地下水を採取するための設備であって規則で定めるものをいう。 
十三 公共の場所 海岸、公園、広場、道路、河川その他の公共の用に供する場所及び不特定かつ多数の者が出入する屋外の場所をいう。 
十四 枯草等 繁茂した雑草や密集した枯草が放置され、火災や犯罪発生の原因となるおそれがあるものをいう。 
（基本理念） 

第三条 生活環境の保全等は、市民の健康で文化的な生活を確保するため必要不可欠なものであつて、何人も良好な生活環境を阻害しては

ならない。 
２ 生活環境の保全等は、環境の自然的構成要素が良好な状態に保持され、生物の多様性が確保され、及び人と自然が共生できるよう多様

な自然環境が体系的に保全されることにより、地域の自然、文化、産業等の調和のとれた快適な環境を実現していくよう行われなければ

ならない。 
３ 生活環境の保全等は、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会の構築をめざし、生活環境の保全上の支障を未然に防止す
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るよう行われなければならない。 
４ 生活環境の保全等は、すべての者の公平な役割分担のもとに自主的かつ積極的に行われるものであつて、生活環境の保全等に関する施

策は、市、事業者及び市民の協働のもとに推進されなければならない。 
５ 生活環境の保全等は、地域の特性を活かし国際協力の見地からも積極的に推進されなければならない。 
第二節 市、事業者及び市民の責務 

（市の責務） 
第四条 市は、生活環境の保全等に関し総合的な施策を策定し、これを計画的に実施しなければならない。 
２ 市は、市民に対して環境の状況その他の生活環境の保全等に関する必要な情報を適切に提供するように努めるとともに、生活環境の保

全等に関する施策に市民及び事業者の意見を反映させるよう努めなければならない。 
３ 市は、市、事業者及び市民の協働による生活環境の保全等に関する活動を促進するための支援等を行うよう努めなければならない。 
４ 市は、自らの責任と負担によって自らの活動によって生じる公害を防止するとともに環境への負荷を低減するよう努めなければならな

い。 
（事業者の責務） 

第五条 事業者は、事業活動に伴って生ずる公害を防止するため、その責任と負担において万全の措置を講じなければならない。 
２ 事業者は、事業活動に伴う環境への負荷の低減に努めるとともに、生活環境の保全等に自ら努めなければならない。 
３ 事業者は、市長が定めるばい煙発生施設、汚水排出施設、騒音発生施設及び振動発生施設に関する規制基準を遵守しなければならない。 
４ 事業者は、市が実施する生活環境の保全等に関する施策に積極的に協力しなければならない。 
５ 事業者は、その管理に係る公害の発生源を常に点検整備するとともに公害の防止に関する管理体制を確立しなければならない。 
６ 事業者は、事業活動に伴って生じた燃えがら、汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他の廃棄物を自らの責任にお

いて適正に処理しなければならない。 
７ 事業者は、その有する敷地内において緑化を促進し、環境の美化に努めなければならない。 

（市民の責務） 
第六条 市民は、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めるとともに、生活環境の保全等に自ら努めなければならない。 
２ 市民は、市が実施する生活環境の保全等に関する施策に積極的に協力しなければならない。 
 

第二章 生活環境の保全等の措置                                               
第一節 基本的な措置 

（環境基本計画） 
第七条 市長は、生活環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、生活環境の保全等に関する基本的な計画（以下「環

境基本計画」という。）を定めるものとする。 
２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 生活環境の保全等に関する長期的な目標及び施策の方向 
二 前号に掲げるもののほか、生活環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市長は、環境基本計画を定めようとするときは、市民等の意見を反映させるため、必要な措置を講ずるものとする。 
４ 市長は、環境基本計画を定めようとするときは、半田市環境審議会条例（昭和四十八年半田市条例第四十三号）に基づき設置する半田

市環境審議会（以下「審議会」という。）の意見を聴かなければならない。 
５ 前二項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

（調査の実施及び公表） 
第八条 市長は、公害の状況を把握し、及び生活環境の保全等に関する施策を適正に実施するため、必要な監視、測定、試験及び検査の体

制を整備するとともに、その実施に努めるものとする。 
２ 市長は、前項の規定により明らかになった公害の状況等を公表するものとする。 
３ 市長は、公害に係る被害を受けている者又は受けるおそれのある者から当該公害の状況及び原因について、調査の申し出があつた場合

は、速やかに当該公害の状況及び原因について調査するとともに、その結果等を当該申出者に通知するものとする。 
（苦情の処理） 

第九条 市長は、公害に関する苦情について、関係機関と協力して迅速かつ適切な処理に努めるものとする。 
（協定等の締結） 

第十条 市長は、環境の保全上の支障を防止するため、事業者と協議し、公害の防止及び生活環境の保全等に関し必要な事項を内容とする

協定等を締結するように努めなければならない。 
２ 事業者は、市長から協定等の締結の協議の申し出を受けた場合は、誠意をもつてこれに応じなければならない。 
３ 事業者は、第一項に定める協定等が締結された場合は、誠実にこれを遵守しなければならない。 

（生活環境の保全等のための助成及び支援等） 
第十一条 市は、事業者及び市民が自ら環境への負荷を低減するための施設の整備その他の適切な措置を執るために必要な助成措置を講ず

るものとする。 
２ 市は、生活環境の保全等に関する事業者及び市民の自主的な活動の支援に努めるものとする。 
３ 市は、生活環境の保全等に関し顕著な功績があつたものを顕彰することができる。 

（自然環境の保全及び創造） 
第十二条 市、事業者及び市民は、生活環境の保全に資するよう緑地の保全その他自然環境の保護に努めるものとする。 

（知識の普及） 
第十三条 市は、生活環境の保全に関する知識の普及を図るとともに、生活環境の保全に関する意識の高揚に努めるものとする。 

（環境学習の推進） 
第十四条 市、事業者及び市民は、生活環境の保全等への理解を深め、地域や地球環境との望ましい関係を構築するための学習（以下「環

境学習」という。）を自ら進んで行うとともに、他の者が行う環境学習に協力するよう努めるものとする。 
２ 市は、環境学習の機会の確保、広報活動の充実その他必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

（地球環境保全のための施策等の推進） 
第十五条 市は、地球環境保全のための施策を積極的に推進するよう努めるものとする。 
２ 事業者は、事業活動において、電気、燃料等の効率的な使用、再生品の使用等による資源の有効利用、建築物等の緑化その他の地球環

境保全のための措置に取り組むよう努めるものとする。 
３ 市民は、地球環境保全のため、電気、燃料等の効率的な使用、製品の長期使用、再生品の使用、地域における環境保全活動への積極的

な参加等環境にやさしい暮らしの実践に努めるものとする。 
（環境物品等の調達の推進） 

第十六条 市は、物品及び役務の調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等（国等による環境物品等

の調達の推進等に関する法律（平成十二年法律第百号）第二条第一項に規定する環境物品等をいう。）の調達に努めるものとする。 
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（広域行政の促進） 
第十七条 市長は、国、他の地方公共団体等と連携を密にして、広域的な環境行政を促進するよう努めなければならない。 
第二節 工場等に関する規制 

（規制基準） 
第十八条 市長は、ばい煙、排出水、騒音又は振動による公害を防止するため、規則で規制に関する基準（以下「規制基準」という。）を

定めることができる。 
２ 市長は、前項の規制基準を定め、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。 

（ばい煙発生施設等の設置の届出） 
第十九条 ばい煙発生施設又は汚水排出施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより次に掲げる事項を設置工事を開始する日

の六十日前までに市長に届け出なければならない。 
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 
二 工場等の名称及び所在地 
三 ばい煙及び汚水（以下「汚染物質等」という。）の排出又は発生に係る施設の種類 
四 汚染物質等の排出又は発生に係る施設の構造、使用の方法及び管理の方法 
五 汚染物質等の量及び処理の方法 
六 その他規則で定める事項 
（経過措置） 

第二十条 一の施設がばい煙発生施設又は汚水排出施設となった際、現にその施設を設置している者（設置の工事をしている者を含む。）

は、当該施設がばい煙発生施設又は汚水排出施設となった日から三十日以内に規則で定めるところにより前条に掲げる事項を市長に届け

出なければならない。 
（ばい煙発生施設等の構造等の変更の届出） 

第二十一条 前二条の規定により届出をした者（以下「ばい煙発生施設等届出者」という。）は、その届出に係る第十九条第四号から第六

号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、変更する日の六十日前までに規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なけれ

ばならない。 
（氏名の変更等の届出） 

第二十二条 ばい煙発生施設等届出者は、その届出に係る第十九条第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出

に係るばい煙発生施設又は汚水排出施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に規則で定めるところによりその旨を市長に届

け出なければならない。 
（承継） 

第二十三条 ばい煙発生施設等届出者からその届出に係るばい煙発生施設又は汚水排出施設を譲り受け又は借り受けた者は、当該ばい煙発

生施設又は汚水排出施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。 
２ ばい煙発生施設等届出者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、

当該届出をした者の地位を承継する。 
３ 前二項の規定によりばい煙発生施設等届出者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に規則で定めるところにより

その旨を市長に届け出なければならない。 
（計画変更命令等） 

第二十四条 市長は、第十九条又は第二十一条の規定による届出があつた場合において、その届出に係るばい煙発生施設若しくは汚水排出

施設の設置又は施設の変更により公害が発生するおそれがあると認めるときは、その届出をした日から六十日以内に限り、その届出をし

た者に対し、その届出に係るばい煙発生施設若しくは汚水排出施設の構造又は使用の方法、汚染物質等の処理若しくは防止の方法に関す

る計画の変更を勧告し、又は命ずることができる。 
（改善勧告又は命令） 

第二十五条 市長は、ばい煙、排出水、騒音又は振動の発生施設を設置している者が第十八条の規定による規制基準に違反し、又は違反す

るおそれがあると認めるときは、その者に対し期限を定めて当該ばい煙発生施設又は汚水排出施設における汚染物質等の処理の方法、施

設等の構造又は作業の方法その他必要な措置をとるべきことを勧告若しくは命令し、又は当該ばい煙発生施設又は汚水排出施設の使用の

一時停止を命ずることができる。ただし、騒音発生施設又は振動発生施設については、防止の方法の改善又は使用の方法若しくは配置を

変更すべきことを勧告し、又は命ずることができる。 
（改善措置の報告等） 

第二十六条 前条の規定による命令等を受けた者が、その措置を講じたときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。 
（事故時の措置） 

第二十七条 ばい煙発生施設又は汚水排出施設から排出される汚染物質等のうち規則で定めるもの（以下「指定物質」という。）を排出す

る者は、当該指定物質の排出に係る施設について故障、破損その他の事故が発生したことにより指定物質が多量に排出されたときは、直

ちにその事故について応急の措置を講ずるほか、その事故の状況並びにその事故についての応急の措置の内容及び復旧工事に関する計画

を速やかに市長に届け出なければならない。 
２ 市長は、前項に規定する事故が発生した場合において人の健康が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、当該指定物

質を排出する者に対し、その施設の一時停止等緊急措置を講ずべきことを命ずることができる。 
（ばい煙量等及び排出水の汚染状態の測定等） 

第二十八条 ばい煙排出者又は排出水を排出する者は、規則で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量若しくはばい煙濃

度又は当該排出水の汚染状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。 
（ばい煙届出施設等の届出） 

第二十九条 ばい煙を著しく発生し、若しくは排出する施設（ばい煙発生施設を除く。）であつて、規則で定める施設（以下「ばい煙届出

施設」という。）又は汚水若しくは廃液を著しく排出する施設（汚水排出施設を除く。）であつて規則で定める施設（以下「水質届出施

設」という。）を設置しようとする者又は設置している者は、規則で定めるところにより次の事項を市長に届け出なければならない。 
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 
二 工場等の名称及び所在地 
三 ばい煙届出施設又は水質届出施設の種類 
四 ばい煙届出施設又は水質届出施設の構造 
五 ばい煙届出施設又は水質届出施設の使用の方法 
六 ばい煙届出施設にあっては、ばい煙の処理の方法、水質届出施設にあっては、その水質届出施設から排出される汚水又は廃液の処理

の方法 
七 水質届出施設にあっては、排出水の汚染状態及び量その他の規則で定める事項 

2 前項の規定により届出をした者は、ばい煙届出施設若しくは水質届出施設に係る同項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があつたとき、

その届出に係る施設の使用を廃止したとき、又はばい煙届出施設にあってはその届出に係る同項第四号から第六号までに掲げる事項、水



-63- 

質届出施設にあってはその届出に係る同項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより

その旨を市長に届け出なければならない。 
第三節 地下水の採取に関する届出 

（届出） 
第三十条 揚水設備により地下水を採取しようとする者（以下「採取者」という。）は、当該揚水設備ごとに規則で定めるところにより次

に掲げる事項を工事を開始する日の三十日前までに市長に届け出なければならない。 
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び住所 
二 揚水設備の設置場所 
三 ストレーナーの位置 
四 揚水機の原動機の定格出力 
五 揚水機の吐出口の断面積 
六 その他市長が必要と認める事項 
（揚水量の報告） 

第三十一条 採取者は、規則で定めるところにより揚水量を測定し、その結果を市長に報告しなければならない。 
（勧告） 

第三十二条 市長は、地下水の採取による地盤の沈下を防止するために特に必要があると認めるときは、当該採取者に対し期限を定めて地

下水の採取を制限すべきことを勧告することができる。 
第四節 制限等 

（屋外燃焼行為の禁止） 
第三十三条 何人もゴム、皮革、合成樹脂その他の燃焼に伴って著しくばい煙又は悪臭を発生する物質であって規則で定めるものを屋外に

おいて焼却炉を用いないで多量に燃焼させてはならない。ただし、法令若しくはこれに基づく処分により燃焼させる場合又は公益上若し

くは社会の習慣上やむを得ず燃焼させる場合若しくは周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である場合は、この限りでない。 
（自動車の適正な使用） 

第三十四条 自動車（道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第二条で規定する自動車及び原動機付自転車をいう。以下同

じ。）の所有者又は使用者は、当該自動車の効率的な利用に努めるとともに、公共交通機関の利用等により自動車の走行量の抑制に努め

なければならない。 
２ 自動車の所有者及び使用者は、当該自動車の運行に伴い発生する排出ガス及び騒音の低減を図るため、次に掲げる事項を遵守しなけれ

ばならない。 
一 排出ガス減少のための有効な整備を行うこと。 
二 不必要な排出ガスを排出又は騒音を発生させないよう適正な運転をすること。 
三 不必要な改造をせず適正な整備をすること。 
四 駐車又は停車するとき当該自動車の原動機を停止すること。ただし、道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第三十九条第一項に

規定する緊急自動車を当該緊急用務に使用している場合その他規則で定める場合を除く。 
（低公害車等の使用等） 

第三十五条 自動車を購入し、又は使用しようとする者は、環境への負荷がより少ない自動車で規則で定めるものを購入し、又は使用する

よう努めなければならない。 
（近隣の静穏保持） 

第三十六条 何人も、生活環境の保全上、静穏を必要とする場所において、音響機器音、楽器音、放歌、花火の爆発音等によりみだりに近

隣の静穏を害する行為をしてはならない。 
（深夜の騒音を発生させる行為の制限） 

第三十七条 何人も、公共の場所のうち特に深夜の静穏保持が必要な場所として規則で定める場所（以下「禁止場所」という。）において、

深夜（午後十一時から翌日の午前六時までの時間をいう。）に騒音を発生させる行為として規則で定める行為（以下「禁止行為」とい

う。）をしてはならない。ただし、法令による許認可を受けたとき又は市長が特に支障がないと認めたときはこの限りでない。 
2 市長は、前項の禁止場所及び禁止行為を定め、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。 

（枯草等の除去） 
第三十八条 半田市内に土地を所有、占有又は管理する者（以下「土地所有者等」という。）は、その土地の枯草等を除去するように努め

なければならない。 
（空き缶等ごみ散乱防止） 

第三十九条 何人も、空き缶、空きびんその他の飲料を収納していた容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、包装紙、収納袋、

印刷物その他これらに類する物（以下「空き缶等」という。）を公共の場所及び他人の土地、建物等にみだりに捨てるなどし、これを散

乱させてはならない。 
２ 自動販売機により容器入り飲食料を販売する者は、当該容器入り飲食料を販売する場所に空き容器の回収容器を設置し、これを適正に

維持管理するとともに、その設置する場所の周辺の清掃を行わなければならない。 
３ 土地所有者等は、空き缶等を捨てられないようにするために、その占有し、又は管理する場所の適切な管理に努めなければならない。 

（飼犬等のふん害防止） 
第四十条 犬等愛玩動物（以下「飼犬等」という。）を飼養管理している者は、飼養管理している飼犬等のふんを公共の場所及び他人の土

地、建物等に放置してはならない。 
（勧告及び命令） 

第四十一条 市長は、第三十三条、第三十四条第二項、第三十六条、第三十七条第一項及び第三十八条から前条までの規定に違反する行為

により、人の健康又は生活環境が損なわれるおそれがあると認めるときは、当該違反行為をする者に対し、その事態を除去するために必

要な限度において、当該違反行為の停止その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 
２ 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がこれに従わないときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、

当該違反行為の停止その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 
 

第三章 雑則                                                       
（報告又は調査） 

第四十二条 市長は、この条例の施行に必要な限度において工場等を設置している者に対し、施設の状況、汚染物質等の処理の方法その他

必要な事項に関し、報告を求め、又は市の職員に工場等に立ち入らせ必要な書類、施設その他の物件又は汚染物質の排出若しくは地下水

の採取の状況を調査させることができる。 
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 

（違反者の公表） 
第四十三条 市長は、この条例に違反して著しく公害を発生させている者があると認めるときは、その者の氏名又は名称及び違反の状況を
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公表するものとする。 
（規則への委任） 

第四十四条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
 

第四章 罰則                                                        
第四十五条 第二十五条の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 
第四十六条 第二十四条又は第二十七条第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。 
第四十七条 第二十七条第一項の規定による届け出をせず、又は虚偽の届け出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。 
第四十八条 第三十九条第二項の規定に違反し、第四十一条第二項の規定による命令に従わない者は、五万円以下の罰金に処する。 
第四十九条 第四十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは

忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。 
第五十条 第三十九条第一項又は第四十条の規定に違反し、第四十一条第二項の規定による命令に従わない者は、二万円以下の罰金に処す

る。 
第五十一条 第十九条又は第二十条の規定による届け出をせず、又は虚偽の届け出をした者は、一万円以下の罰金に処する。 
第五十二条 第二十一条、第二十二条、第二十三条又は第三十条の規定による届け出をせず、又は虚偽の届け出をした者は、科料に処する。 
第五十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前八条の違反行為をし

たときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 
 

附 則                                                            
（施行期日） 

１ この条例は、平成十九年四月一日から施行する。 
（半田市生活環境の保全、確保に関する基本条例等の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 
一 半田市生活環境の保全、確保に関する基本条例（昭和五十一年半田市条例第十二号） 
二 半田市枯草等の除去に関する条例（昭和五十一年半田市条例第十三号） 
三 半田市空き缶等ごみ散乱及びふん害防止条例（平成八年半田市条例第八号） 
（経過措置） 

３ この条例の施行前に改正前の半田市公害防止条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定が

あるときは、当該規定によりされたものとみなす。 
４ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（半田市放置自転車等防止条例の一部改正） 
５ 半田市放置自転車等防止条例（昭和六十三年半田市条例第十四号）の一部を次のように改正する。 

第一条中｢半田市生活環境の保全、確保に関する基本条例（昭和五十一年半田市条例第十二号）第五条第一項の規定に基づき、｣を削る。 
（半田市みどりのまちづくり条例の一部改正） 

６ 半田市みどりのまちづくり条例（昭和六十二年半田市条例第十三号）の一部を次のように改正する。 
第一条中｢半田市生活環境の保全、確保に関する基本条例（昭和五十一年半田市条例第十二号）の本旨を達成するため、｣を削る。 



-65- 

２．半田市環境審議会委員名簿 

 

所属等 氏 名 

半田市医師会会長 ◎竹内 一浩 

半田市医師会理事 中條 武秀 

知多薬剤師会副会長 ○稲熊 直樹 

知多薬剤師会会長補佐 相羽 保寿 

日本福祉大学国際福祉開発学部教授 千頭   聡 

環境カウンセラー 
(名古屋市環境科学調査センター) 

榊原   靖 

半田商工会議所 女性会顧問 榊原 有子 

半田市区長連絡協議会理事(亀崎６区長) 船橋 正巳 

半田女性活動連絡協議会副会長 山本 美津穂 

愛知県知多県民事務所 環境保全課長 川邊 真 

半田市副市長  堀嵜 敬雄 

◎会長 ○副会長          （敬称略、順不同） 
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３．半田市環境基本計画策定委員会委員名簿 

 

所属等 氏 名 区分 

日本福祉大学国際福祉開発学部教授 ◎千頭   聡 学識経験者 

半田市小中学校長会(板山小学校長) 藤田 純代 教育関係者 

中部電力パワーグリッド株式会社 
半田営業所長 

木下 裕義 

産業関係者 東邦ガス株式会社半田営業所長 
田島 晋矢 
入谷  賢 

サミット半田パワー株式会社 
代表取締役 

大場  渉 

半田商工会議所事務局長 ○森  啓貴 

各種団体 
代表者 

半田青年会議所理事長 加藤 大将 

半田市区長連絡協議会理事(亀崎 4区長) 梶川 幸夫 

環境保全団体(矢勝川の彼岸花を守る会) 野口 恒雄 

名古屋市環境科学調査センター研究員 榊原  靖 
市民代表 

愛知県地球温暖化防止活動推進員 安達 典孝 

愛知県知多県民事務所 環境保全課 澤田 和孝 行政 

半田市市民経済部長 滝本  均 行政 

◎委員長 ○副委員長           （敬称略、順不同） 
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４．半田市環境基本計画策定作業部会委員名簿 

 

所属等 氏 名 

企画部企画課長 大木 康敬 

企画部市民協働課長 長谷川 信和 

市民経済部経済課長 出口 久浩 

市民経済部クリーンセンター所長 ○加藤 明弘 

企画部市民協働課主幹 藤井 寿芳 

企画部企画課主査 内田 敦士 

市民経済部経済課主査 榊原 隆 

市民経済部クリーンセンター副主幹 毛利 悦子 

建設部土木課副主幹 内田 尚良 

建設部都市計画課主査 林  純一 

市民経済部環境課長 ◎大嶽 浩幸 

◎部会長 ○副部会長        （敬称略、順不同） 
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５．計画策定の経過 

日程 会議体等 内 容 

令和元年 

（2019） 

7 月 半田市の環境に関する意識調査（市民、事業者、小・中学生） 

令和 2 年 

（2020） 

7 月 半田市環境審議会【諮問】 

第 1 回環境基本計画策定委員会 

・半田市環境基本計画策定方針について 

・計画の基本的事項について 

・市の環境の現状と課題 

・計画の目標等について 

・温室効果ガス排出量の現状 

・半田市環境審議会からの意見について 

8 月 第 1 回環境基本計画策定作業部会 

9 月 第 2 回環境基本計画策定作業部会 

10 月 第 2 回環境基本計画策定委員会 

・半田市環境基本計画骨子案について 

第 3 回環境基本計画策定作業部会 

11 月 第 4 回環境基本計画策定作業部会 

第 3 回環境基本計画策定委員会 

・半田市環境基本計画案について 

12 月 第 5 回環境基本計画策定作業部会 

令和 3 年 

（2021） 

1～2 月 第 2 次環境基本計画（案）のパブリックコメント 

2 月 第 6 回環境基本計画策定作業部会 

3 月 第 4 回環境基本計画策定委員会 

・パブリックコメントの意見への対応について 

・半田市環境基本計画（最終案）について 

第 2 回環境審議会【答申】 

第 2 次半田市環境基本計画策定 
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６．用語説明 

用語 説明 頁 

＝数字・アルファベット＝ 

3010（サンマル

イチマル）運動 

宴会時の食べ残しを減らすためのキャンペーン。＜乾杯後 30 分間＞は

席を立たずに料理を楽しみましょう、＜お開き 10分前＞になったら、

自分の席に戻って、再度料理を楽しみましょうと呼びかけて、食品ロス

を削減するもの。 

23,51 

CO2排出量実質ゼ

ロ 

CO2などの温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と、森林等の吸

収源による除去量との間の均衡を達成すること。 

1,2,10 

46 

HEMS（ヘムス） Home Energy Management System の称。家庭のエネルギー管理システム

のこと。家電製品や給湯機器をネットワーク化し、表示機能と制御機能

を持つシステムのことで、家庭の省エネルギーを促進するツールとして

期待される。制御機能には、遠隔地からの機器のオンオフ制御や、温度

や時間などの自動制御がある。 

17,18 

48 

ISO14001 環境マネジメントシステムの構築及びそれに伴う環境パフォーマンスの

改善を継続的に進めていくための「国際規格」。ISO（International 

Organization for Standardization：国際標準化機構）が定めた。ISO

とは、世界 162 カ国(平成 30年 12 月現在)の「国内標準」を定める組織

の連合体のこと。 

42 

RCP Representative Concentration Pathways（代表的濃度経路）の略で、

政策的な緩和策を前提として、2100 年の CO2濃度の水準に応じて

RCP8.5、RCP6.0、RCP4.5、RCP2.6 の４つのシナリオがある。RCP に続く

数値が大きいほど、2100 年における放射強制力（温暖化を引き起こす

効果）が大きい。RCP2.6 は、可能な限りの温暖化対策を施した場合の

（最も温暖化を抑えた）シナリオで、RCP8.5 シナリオは、CO2排出削減

などの温暖化対策を今以上に施さなかった場合の（最も温暖化が進む）

シナリオ。 

44 

RE100 企業が自らの事業の使用電力を 100％再生可能エネルギーで賄うことを

めざす国際的なイニシアティブで、世界や日本の企業が参加している。 

18,19 

48,49 

SDGs（エス

ディージーズ） 

持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）の略称。2030

年までに持続可能でよりよい世界をめざす国際目標のことで、「誰ひと

り取り残さない」社会を築くことをめざして、先進国と途上国が一丸と

なって達成すべき 17 の目標（ゴール）と、目標をより具体的に示した

169 のターゲットからなる。2001 年に策定されたミレニアム開発目標

（MDGs）の後継として、2015 年 9 月の国連サミットで採択された「持

続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載。 

1,2,10 

11,15 

39,42 

45,55 

SNS ソーシャルネットワーキングサービス（Social Networking Service）

の略で、登録された利用者同士が交流できる Web サイトの会員制サービ

スのこと。 

7 

ZEH（ゼッチ） ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（Net Zero Energy House）の略

称。年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることをめざした住

宅。外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備シス

テムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実

現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより収支ゼロをめざ

す。 

17,18 
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用語 説明 頁 

＝あ行＝ 

アダプトプログ

ラム 

ボランティアとなる地域住民や企業が道路や公園、海岸など一定の公共

の場所の定期的な清掃活動などを行ない、地元を大切に慈しんでいこう

ということから名づけられた制度で、アダプトとは英語で「養子縁組す

る」を意味する。 

8,27 

36,41 

55 

エコアクション

21 

1996 年 9月の ISO14001 の発行に合わせて環境庁（当時）から出された

中小企業向けの環境保全活動推進プログラム。内容としては環境への負

荷の自己チェック、取り組みの自己チェックと環境保全計画の策定及び

環境活動レポートの公表からなる。 

42 

エコドライブ 省エネルギー、二酸化炭素や大気汚染物質の排出削減のための運転技術

を指す概念。関係する様々な機関がドライバーに呼びかけている。主な

内容は、アイドリングストップを励行し、経済速度の遵守、急発進や急

加速、急ブレーキを控えること、適正なタイヤ空気圧の点検などが挙げ

られる。 

19,47 

温室効果ガス 地表を暖める働きがあるガスのこと。大気中の二酸化炭素やメタン、一

酸化二窒素などが挙げられ、太陽からの熱を地球に封じ込めてしまう。

京都議定書では、地球温暖化防止のため、二酸化炭素と、メタン、一酸

化二窒素のほか、HFC 類、PFC 類、SF6 が削減対象の温室効果ガスと定

められた。 

16,17 

20,43 

44,45 

46 

＝か行＝ 

合併処理浄化槽 生活排水のうち、し尿（トイレ汚水）と雑排水（台所や風呂、洗濯など

からの排水）を併せて処理することができる浄化槽を指していう。これ

に対して、し尿のみを処理する浄化槽を単独処理浄化槽という。 

5,32 

33 

環境保全型農業 農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに留意しつつ、

土づくり等を通じて化学肥料、農薬の使用等による環境負荷の軽減に配

慮した持続的な農業のこと。 

29,31 

34 

環境保全協定 環境問題や社会の意識変化に対応するため、事業所の責務と役割を明確

にするとともに、事業活動に伴う環境負荷低減を図ることを目的に、市

内の事業所と締結している協定。協定では、事業所ごとに、法令で定め

られた環境に関する基準よりもさらに厳しい自社基準や協定基準、基準

を守るための計画を定め、また地球温暖化対策や廃棄物対策等を実施す

ることなど、環境に配慮した事業活動を行うことが明記されている。 

5,18 

20,32 

33,48 

環境マネジメン

トシステム

（EMS） 

「環境管理」又は「環境マネジメント」のための工場や事業所内の体

制・手続き等の仕組みのこと。環境管理とは、組織や事業者が、その運

営や経営の中で自主的に環境保全に関する取り組みを進めるに当たり、

環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組ん

でいくこと。 

41,42 

気候変動 現在、世界各地で様々な気候変動が見られている。世界の平均気温は上

昇傾向にあり、さらには、降水の多い地域と少ない地域の差の拡大や、

海面水位と海面水温の上昇が問題視されている。日本においても近年は

猛暑日の日数が増加傾向にある上に、大雨となる日数も増加している。 

1,2,10 

14,17 

21,39 

54 

クールチョイス 2030 年度に温室効果ガスの排出量を 2013 年度比で 26%削減するという

目標達成のため、脱炭素社会づくりに貢献する製品への買換え・サービ

スの利用・ライフスタイルの選択など、地球温暖化対策に資する「賢い

選択」をしていこうという取り組みのこと。 

16,18 

47,48 

49 
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用語 説明 頁 

光化学オキシダ

ント 

自動車や工場・事業場などから排出される大気中の窒素酸化物、揮発性

有機化合物などが、太陽からの紫外線を受け、光化学反応を起こして作

り出される物質の総称。光化学オキシダント濃度が高くなり、空が白く

「もや」がかかったような状態を「光化学スモッグ」と呼ぶ。 

31 

＝さ行＝ 

再生可能エネル

ギー 

有限で枯渇の危険性を有する石油・石炭などの化石燃料や原子力と対比

して、自然環境の中で繰り返し起こる現象から取り出すエネルギーの総

称。具体的には、太陽光や太陽熱、水力や風力、バイオマス、地熱、波

力、温度差などを利用した自然エネルギーと、廃棄物の焼却熱利用・発

電などのリサイクルエネルギーなど。 

2,13,16 

17,18 

19,20 

41,47 

48 

持続可能な開発

のための教育

（ESD） 

環境、貧困、人権、平和、開発といった様々な問題を自らの問題として

捉え、それらの課題の解決につながる新たな価値観や行動を生み出すこ

と。そして、それにより持続可能な社会を創造していくことをめざす学

習や活動。持続可能な社会づくりの担い手を育む教育のこと。 

39,55 

省エネ診断 省エネの専門家が、工場・事務所・店舗・病院・福祉施設・学校・ホテ

ルなどを個別に訪問して、エネルギーの無駄遣いや省エネのヒントを見

つけること。コスト削減につながるような設備機器の使い方や、設備の

更新、活用できる補助金などについても提案を行う。 

18 

 

消化液 生ごみ等や家畜ふん尿を原料としてメタン発酵するバイオガス発電にお

いて、バイオガスを取り出した後に残る液体のこと。窒素等の有用成分

を含むことから肥料としての利用が可能である。 

35 

食品ロス 本来食べられるにもかかわらず、捨てられてしまう食べ物のこと。家庭

では、食べ残しや、調理時に皮を厚くむきすぎるなどの過剰除去、消費

期限や賞味期限切れ等による直接廃棄などが主な原因。日本では平成

29 年度に、約 612 万トンの食品ロス（事業者から約 328 万トン、家庭

から約 284 万トン）が発生したと推計されており、可燃ごみとして燃や

すことによる CO2排出等の環境負荷も問題となっている。 

1,10,22 

23,24 

45,51 

生物多様性 生き物たちの豊かな個性とつながりのこと。地球上では 3,000 万種とも

いわれる多様な生き物が生まれており、これらの生命は一つひとつに個

性があり、全て直接に、間接的に支えあって生きている。生物多様性条

約では、生態系の多様性・種の多様性・遺伝子の多様性という 3つのレ

ベルで多様性があるとしている。 

3,9,13 

26,29 

53,54 

55,56 

57 

ゼロエミッショ

ン 

あらゆる廃棄物を原材料などとして有効活用することにより、廃棄物を

一切出さない資源循環型の社会システムをいう。狭義には、生産活動か

ら出る廃棄物のうち最終処分（埋め立て処分）する量をゼロにすること

を指す。 

24 

ゼロカーボンシ

ティ 

2050 年に温室効果ガスの排出量又は二酸化炭素を実質ゼロにすること

を目指す旨を首長自らが、または地方自治体として公表した地方自治体

のこと。 

1,2,9 

10,11 

12,14 

17,18 

49 

＝た行＝ 

ダイオキシン類 塩素を含む有機化学物質。物を燃やす時に発生しやすく、毒性が強いこ

とから、環境への汚染と人体への影響が大きな問題となっている。通常

は無色無臭の固体で、水にはほとんど溶けないが脂肪に溶けやすく、粒

子などに付着しやすい性質がある。3 種類のダイオキシン類がある。 

31 
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用語 説明 頁 

脱炭素 温室効果ガスの排出自体を抑制するだけでなく、排出された二酸化炭素

を回収するなどして、差し引きで実質的にゼロを達成しようという考え

方。 

1,2,9 

10,11 

12,13 

14,16 

18,19 

32,43 

44,47 

48 

地域循環共生圏 環境・経済・社会が統合的に循環し、地域の活力が最大限に発揮される

ことを目指す考え方。各地域が保持している地域資源を活用しながら、

自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支

え合うことにより実現できる。地域での SDGs の実践（ローカル SDGs）

をめざすものでもある。 

1 

地域新電力 地方自治体の戦略的な参画・関与の下で地域内の電力を最大限に生かし

て小売電気事業を営み、得られる収益等を活用して地域の課題解決に取

り組む事業者のこと。 

19,47 

48 

地産地消 その地域で生産された農林水産物を、その地域で消費することを通じ

て、消費者と生産者が互いの距離を縮めようとする取り組みのこと。 

2,16,17 

18,19 

30,48 

適応策 気候変化に対して、緩和を実施しても気候変動の影響が避けられない場

合、その影響に対処し、被害を回避・軽減していく取り組み。気候変動

に対して緩和策と適応策の２つの取り組みが必要である。 

21 

特定外来生物 生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして、外

来生物法によって規定された外来生物。生きているものに限られ、卵、

種子、器官などを含む。同法で規定する「外来生物」は、海外からわが

国に導入されることにより、その本来の生息地又は生育地の外に存する

こととなる生物を指す。 

7,29,30 

53 

＝な行＝ 

ノン・ステー

ト・アクター 

非国家主体。国家から独立した、影響力を持つ個人やグループのこと

で、企業、自治体、ＮＧＯなどが該当する。 

2 

＝は行＝ 

バイオガス 微生物の力（メタン発酵）を使ってえさ（生ごみ（食べ残しなど）、紙

ごみ、家畜ふん尿など）から発生するガスのこと。ガスには「メタン」

という燃えやすい気体が含まれており、発電に利用することが出来る。 

5,17,22 

23,34 

35 

バイオマス 生物資源（bio）の量（mass）を表す概念で、再生可能な、生物由来の

有機性資源で化石資源を除いたもののこと。バイオマスは、その賦存状

態により、①廃棄物系バイオマス（家畜排せつ物、食品廃棄物等）、②

未利用バイオマス（稲わら等）、③資源作物（さとうきび、とうもろこ

し等）に分類される。 

2,6,11 

12,16 

17,19 

23,24 

34,35 

45,47 

48 

バイオマス産業

都市構想 

地域に存在するバイオマスを原料に、収集・運搬、製造、利用までの経

済性が確保された一貫システムを構築し、地域のバイオマスを活用した

産業創出と地域循環型のエネルギーの強化により地域の特色を活かした

バイオマス産業を軸とした環境にやさしく災害に強いまち、むらづくり

をめざす地域。 

5,6,19 

22,23 

34,35 
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用語 説明 頁 

ハザードマップ 自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域

や避難場所・避難経路といった、防災関係施設などの位置を表示した地

図。 

21 

パリ協定 2015 年の気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）で採択され

た、地球温暖化対策に関する 2020 年以降の新たな国際枠組み。途上国

を含むすべての加盟国が参加し、産業革命前からの気温上昇を 2度より

十分に低く抑える目標を掲げ、さらに 1.5 度以内に抑える努力をすると

している。自国の削減目標を掲げ実行するとともに、５年ごとにその目

標をさらに高めることなどが定められている。 

1,2,44 

フードドライ

ブ、フードバン

ク 

安全に食べられるにもかかわらず、包装の破損や過剰在庫、印字ミスな

どの理由で流通に出すことができない食品を抱える企業などから寄贈を

受け、施設や団体、困窮世帯に無償で提供する活動のこと。近年、「食

品ロス」や「貧困問題」が注目されるようになり、各地でフードバンク

活動が普及しつつある。 

16,23 

24,51 

浮遊粒子状物質

（PM2.5） 

大気中に浮遊している 2.5μm（1μm は 1mm の千分の 1）以下の小さな

粒子のこと。PM2.5 は非常に小さいため（髪の毛の太さの 1/30 程

度）、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系への影響に加え、循環器系

への影響が心配されている。 

5,31 

＝ま行＝ 

緑のカーテン CO2削減と夏の節電対策として、ゴーヤやアサガオなどの植物を育てて

作るカーテンのこと。 

6,19,27 

＝ら行＝ 

レッドリスト 絶滅のおそれのある野生生物の種のリストのこと。国際的には国際自然

保護連合(IUCN)が作成しており、国内では、環境省のほか、地方公共団

体や NGO などが作成している。 

53 
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